
東北町広告掲載条例 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告

を掲載、放送又は掲出することによって、民間企業等との協働により町民

サービスの向上、有意義な情報提供の拡充及び地域経済の活性化を図るこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 広告 広告主が有料の媒体に広告主又は広告主の商標を明示して

対象となる消費者に商品やサービスなどの情報を告知することで、

営利、ＰＲ、募集等により広告主の目的達成を図り行うコミュニケ

ーション活動をいう。 

（２） 広告媒体 以下に規定する町の資産のうち広告掲載、放送又は掲

出が可能なものをいう。 

ア 町広報紙 

イ 町自主番組 

ウ 町ホームページ 

エ その他広告媒体として活用できる資産 

（３） 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載、放送又は掲出す

ることをいう。 

（４） 広告主 広告媒体に広告を掲載、放送又は掲出する者をいう。 

 

（広告の範囲） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしない。 

（１） 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの 

（２） 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

（３） 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

（４） 政治活動に関するもの 

（５） 宗教活動に関するもの 

（６） 社会問題についての主義主張 

（７） 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

（８） 町税等を滞納している者の広告 



（９） その他、広告掲載が不適当であると町長が認めるもの 

２ 前項に定めるもののほか、広告掲載ができる広告に関する基準は、規則

で定める。 

 

（広告料金） 

第４条 町長は、広告掲載の対価として広告主から広告料金を徴収する。 

２ 広告料金の額は、広告媒体ごとに規則で定める。ただし、入札等の方法

により広告を募集する場合はこの限りでない。 

 

 （広告の規格等） 

第５条 広告の規格及び広告掲載の位置等は、広告媒体ごとに規則で定める

。 

 

（広告の承認等） 

第６条 広告掲載を希望する者は、申請書類に広告原稿等を添えて町長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の承認に当たっては必要な事項について審査し、承認を行

うに際して広告仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる

。広告募集、審査等の方法については、広告媒体ごとに、その性質に応じ

て規則で定める。 

 

（広告の責任等） 

第７条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。 

２ 広告の作成経費は、広告主の負担とする。 

 

 （その他） 

第８条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。 

 

 

附 則 

 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


